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三島商工会議所 経営発達支援計画 

令和６年度 実施状況報告 

【三島商工会議所 第３期 経営発達支援計画】 

認定日 令和２年３月１６日 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

１．目 標 

①ワンストップ支援で向こう３年間の事業所数の減少に歯止めをかける。 

②売上、利益、付加価値額の増加といった成果の見える支援を実施する。 

③観光交流人口を増やし、管内経済の活性化を進める。 

【令和６年度の取組内容の特徴】 

第３期計画を策定した令和元年度当時、新型コロナウイルス感染拡大（令和２年２月～）による事業

者の経営悪化は想定外であった。令和６年度はコロナ禍からの完全な移行期として多くの事業所が経営

基盤の再構築を必要とする時期を迎えた。 

 

コロナ期の支援策終了後で業績回復の途中にある事業者が多い状況を踏まえ、融資・補助金申請のた

めの経営戦略見直しや事業計画策定支援が中心となった。結果として、計画書に記載したアウトプット

目標は概ね計画を上回る成果を得ることができた。 

 

一方で、個店プロモーション支援や需要開拓支援については、コロナ禍で急速に普及した IT・SNS等

を活用した販路開拓へと手法を変更した。個店プロモーション支援は平成２９年度から継続し、令和６

年度までに３７社を支援。担当指導員が補助期間終了後もフォローアップすることで、約８割の事業所

で売上伸長を確認しており、非常に有効な支援手法であることが裏付けられている。 

 

また、伴走支援の中でアウトカム（売上・利益など）の把握に努めた。アウトプットに比すれば達成

は容易ではないものの、数値目標としては達成している。但し、物価高騰や人手不足など環境変化に伴

い、経営改善計画策定や補助金活用相談へと相談内容が深まり、一件あたりの対応時間が増加。経営状

況分析は目標に対し９３％と僅かに達成はできなかった。 
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Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること ※１．は計画書では目標の記載  

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

国、県などの公的機関が提供する経済情報の積極的な活用や、管内小規模事業者への発信については充分

とは言えない。当所独自で実施した調査について、管内小規模事業者が事業計画を策定する際には、個別の

事業所ごとに対応した加工が必要なことや、事業者が必要な時に適時に取得することができないことから、

活用しきれていない現状がある。 

【数値目標・実績】 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

中小企業景況調査 公表回数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

消費動向調査 公表回数 １回 １回 １回 １回 １回 ０回 

ＲＥＳＡＳ 公表回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

       
 

（計画） （実績） 

１．中小企業景況調査・消費動向調査の実施 

(１)中小企業景況調査 

管内事業所の小規模事業者を中心に、中小企業か

ら四半期に１回、地域の経済・経営動向を調査・分

析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)消費動向調査の実施 

年に１回、三島市民の買い物場所や商業・サービ

ス業への要望事項を把握し、取り組むべき経営課題

を認識するための資料として調査を実施する。 

 

 

 

２．地域経済分析システムＲＥＳＡＳの活用 

ＲＥＳＡＳを活用し、地域の経済動向等分析を行

う。地域の強みや課題を分析、把握し、小規模事業

者の事業計画策定支援に使用するほか、年に１回公

表する。 

１．中小企業景況・消費動向・商店街通行量調査 

（１）中小企業景況調査 

①令和６年４月（令和６年１月～令和６年３月期） 

・１６９事業所 回答数８５件（５０．３％） 

・直面している課題：１位：原材料価格の高騰、２位：

人手不足・採用難、３位：人件費の増加 

②令和６年７月（令和６年４月～令和６年６月期） 

・１６９事業所 回答数８５件（５０．３％） 

・直面している課題：１位：原材料価格の高騰、２位：

人手不足・採用難、３位：人件費増加 

③令和６年１０月（令和６年７月～令和６年９月期） 

・１６９事業所 回答数８５件（５０．３％） 

・直面している課題：１位：原材料価格の高騰、２位：

人手不足・採用難、３位：人件費の増加 

④令和７年１月（令和６年１０月～令和６年１２月期） 

・１６９事業所 回答数８５件（５０．３％） 

・直面している課題：１位：原材料価格の高騰、２位：

人手不足・採用難、３位：人件費の増加 

 

（２）消費動向調査の実施 

コロナ禍により、アンケート調査の実施が困難であ

ったことから、未実施となり、その後中止となった。 

 

 

 
 

２．地域経済分析システムＲＥＳＡＳの活用 

毎年、ＲＥＳＡＳ分析報告書を作成し、当所 HP に掲

載。令和６年度についても掲載済み。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施状況 
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３．経営状況の分析に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

事業計画策定時には当然のごとく小規模事業者の経営状況の分析を行っているが、それ以外の経営状況の

分析の場面は想定しづらい。実際にＳＷＯＴ分析や決算書からの財務分析といった詳細な分析については、

補助金申請や融資斡旋の際の事業計画策定時の支援に偏っている。 

補助金申請や融資斡旋以外のタイミングで事業者が経営分析を行うきっかけづくりをするこが求められ

ている。 

また、経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」の利用による結果の共有化までには至っていない。より効率

的な支援を行うために分析ツールを統一化することが求められている。 

【数値目標・実績】 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

経営分析件数 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件 １１２件 

※２０件／名×６名（経営指導員数）で計算 

（計画） （実績） 

１．経営指導員等の巡回・窓口相談による小規模事

業者の現状把握 

経営状況の分析の第一歩は、経営者自身が「売上・

利益の増減」を認識し、「経営者の現状認識」を進

めることにある。 

そこで、経営指導員等が巡回、窓口相談時にヒア

リングを行うことで、事業者の意識向上を図る。そ

の際に中小企業庁が作成した「事業承継ヒアリング

シート」も活用する。 

併せて支援を行うべき企業の分類を行い、後述の

「経営指導員による経営状況の分析支援」や、「関

係機関、専門家を活用した経営状況の分析」につな

げる。 

 

２．経営指導員による経営状況の分析支援 

従来、融資や補助金等、それぞれのフォーマット

の中で、経営状況の分析について支援を実施してき

た。また、説明を求められる事象が無い場合、事業

計画の策定が進まない現状がある。 

そこで、共通のフォーマットになり得る「ローカ

ルベンチマーク」を利用し経営状況の分析支援を進

めていく。 

 

３．関係機関、専門家を活用した経営状況の分析 

より専門的な知識が必要となる分析や課題につい

ては、専門家を活用する。その際も共通のフォーマ

ットである「ローカルベンチマーク」を利用し、経

営状況の分析を進める。 

経営指導員が分析した経営状況同様、関係機関、

専門家が分析した経営状況についても、事業者にフ

ィードバックすると共に、事業計画の策定支援及び

策定後の実施支援に活かす。 

１．経営指導員等の巡回・窓口相談による小規模事業

者の現状把握 

基礎データを把握している当所会員である２，８９５者

を中心に、経営指導員が延べ１，２７３回の相談(巡回：

９２０回、窓口相談：３５３回)を受けた。 

また、事業承継診断については、静岡県事業承継・

引継ぎ支援センターと連携し、事業承継診断として７１

件を実施した。 

 

 

 

 

 

 

２．経営指導員による経営状況の分析支援 

３．関係機関、専門家を活用した経営状況の分析 

（２と３の実績についてはまとめて記載） 

経営指導員６名により、管内小規模事業者１１２者に

経営状況分析を実施した。 

 

尚、これらの分析対象・方法は以下のとおりである。 

①小規模事業者持続化補助金及び県経営力向上補助

金の申請、経営革新計画の策定といった国・県・市の

施策利用時の計画策定前段階での経営状況分析 

②マル経融資時の調査票の作成 

③記帳継続指導時の決算書の作成 

④専門家派遣時の現状分析 
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４．事業計画策定支援に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［支援に対する考え方］ 

事業計画策定の重要性を啓蒙するためにセミナー等を開催し、事業計画に基づいた経営の重要性をより

多くの小規模事業者に伝え、事業計画策定を目指す事業所の掘り起こしを行う。 

個社の事業計画の策定にあたっては、「１．地域の経済動向調査」「２．経営状況の分析」「５．需要

動向調査」の結果を踏まえる。もって実現性の高い計画の作成支援を行う。 

また改正法に基づく基本指針において「経営指導員一人当たりの継続的に指導及び助言を実施すること

のできる小規模事業者は２０社程度」という記載がある。 

事業計画を単に策定するだけでなく、実施まで伴走支援を行い、事業者の売上・利益の増加を担保する

には、基本指針の記載のとおり、２０社が支援の限界であると考える。 

そこで、継続的な指導及び助言の実施の範囲を「事業計画策定支援」及び「事業計画策定後の実施支援」

と規定し、実行支援は計画策定後、向こう１年間実施するとした場合、少なくとも１指導員あたり年間１０

件の事業計画の策定、及び年間１０件の実行支援が妥当であると考える。 

事業計画策定件数を１０件とすることで、アウトカムにまでコミットした支援を実現する。 

【数値目標・実績】 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

事業計画策定件数 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ７０件 

※１０件／名×６名（経営指導員数）で計算 

（計画） （実績） 

１．セミナー(創業応援塾、経営革新セミナー、事業

承継セミナー)の開催 

事業計画策定を目的としたセミナーを開催する。

「創業」「経営革新」「事業承継」等のテーマを設け

て、事業者のライフステージごとに事業計画策定の

レクチャーを行う。セミナーでは事業計画策定の必

要性について啓蒙からスタートする。下記のテーマ

のうちから２回／年の開催を予定している。募集は

当所の所報やホームページによって告知し、参加者

数は２０名／1講座を目途に開催する。 

（１）創業応援塾の開催 

 

（２）経営革新セミナーの開催 

 

（３）事業承継セミナーの開催 

 

２．経営指導員による事業計画策定支援 

（１）既存事業者に対する事業計画策定支援 

 

（２）創業時の事業計画策定支援 

 

（３）資金調達時の事業計画策定支援 

 

３．関係機関、専門家を活用した事業計画の策定 

（１）専門性が必要な事業計画策定支援 

 

（２）事業承継計画策定支援 

 

 

１．セミナーの開催 

（１）創業応援塾 

令和６年度「M-ステ創業応援塾」は三島市の産業競

争力強化事業として補助を受け、延べ４日間 ２４時間

のコースで、参加者２９名で実施した。 

 

（２）事業承継セミナー 

「徳川三代の事業承継～歴史から見た事業引継ぎの

ポイント～」をテーマに、講師に神尾弘和氏(㈱英傑育

成座)を招き１１月１４日に参加者１６名で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営指導員による事業計画策定支援 

令和６年度は、事業計画策定について、経営指導員

６名により、管内小規模事業者７０者の支援を行った。 

 

 

 

３．関係機関、専門家を活用した事業計画の策定 

国、県、市の各種専門家派遣制度を活用し、事業者

が抱える様々な課題の解決に取り組んだ。 

令和６年度は８１回の専門家派遣を実施した。また静

岡県事業承継ネットワークとの連携による従業員・親族

内承継支援として事業承継計画につき７件の策定を支

援した。 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること  

【計画の記載内容（抜粋）】 

［事業内容］ 

フォローする頻度については、伴走型での支援が求められていることを踏まえ、「四半期に１度以上」実

施する。なお、原則として「四半期に１度以上」としつつ、経過が順調な事業者には頻度を落とし、計画

が進んでいない事業者には頻度を上げる等、事業者の状況等に応じて幅を持たせる。 

目標値としては、平成２８年度小規模企業白書の中の経営計画を作成した効果として、経営計画の作成

の有無と業績傾向との相関を示したものを参考とする。（経営計画を）「作成したことがある」者の方が「作

成したことがない」者に比べて売上高が増加傾向にあり、約３分の１が上昇していることから、当所の支

援においても、売上及び売上総利益について３分の１の上昇を目指す。 

【数値目標・実績】 

※年間の事業計画策定件数 ６０件×４回／年で計算 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

フォローアップ対象事業者数 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 １２２社 

頻度(延回数) ２４０回 ２４０回 ２４０回 ２４０回 ２４０回 ２７６回 

売上増加事業者数 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ８３社 

売上総利益増加事業者数 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ７８社 

（計画） （実績） 

１．経営指導員による定期的なフォローアップ 

計画策定後向こう１年は巡回訪問を基軸とした

四半期に１度のフォローアップを実施する。その

際、進捗状況の確認、現状把握、課題や問題点の

洗い出し、改善策の検討を実施する。場合によっ

ては各種施策を利用する。 

計画実施２年目以降は計画の進捗状況に合わ

せ、適宜支援を実施する。 

２．事業者のライフステージや状況に対応した経

営支援 

事業者のライフステージや状況に対応するため

に策定した事業計画の実施については、「１.経営

指導員による定期的なフォローアップ」に加え、

以下の支援を特に実施する。 

(１)創業支援 

 

 

(２)経営革新計画の実施支援 

 

 

(３)事業承継支援 

 

 

(４)補助金取得後の実施支援 

 

３．関係機関、専門家を活用した事業計画の実施 

業種・業界特有の課題解決やマーケティング・

ＩＴ活用等の機能に特化した支援が必要な場合

は、関係機関や専門家を活用した支援を実施する。

例えば、ミラサポを始めとした専門家派遣制度を

活用する。 

１．経営指導員による定期的なフォローアップ 

事業計画策定後のフォローアップは事業計画の実現、

実行には欠かせないものである。 

令和６年度は１２２者、２７６回のフォローアップを行っ

た。うち売上増加事業者数は８３者、売上総利益増加事

業者数は７８者となっている。 

 

２．事業者のライフステージや状況に対応した経営支援 

M－ステの３本柱である「創業」「経営革新」「事業承継」

といった、事業者のライフステージに応じたフォローアップ

を実施した。 

（１）創業支援 

創業後販路開拓、資金調達等の支援を行うため、創業

応援塾受講者のうち８者につき個別相談を実施した。 

（２）経営革新計画の実施支援 

令和６年度はフォローアップ調査として１５者、終了企

業調査として１７者の実施状況の確認を行った。 

これらの支援により新たな経営革新計画の掘り起こし、

補助金制度活用の支援を行った。 

（３）事業承継支援 

事業承継が行われた後のフォローアップを実行し、事

業承継補助金の活用等の支援を行った。 

（４）補助金採択後の実施支援 

補助事業の進捗確認、完了報告書の作成等のフォロ

ーアップを実施した。 

 

３．関係機関、専門家を活用した事業計画の実施 

専門家派遣を実施した事業者に対し、その後の進捗状

況確認を主な目的にフォローアップを実施している。 

その際に専門家派遣による効果のヒアリングも併せて

実施している。 



６ 

６．需要動向調査に関すること  

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

小規模事業者は人員・資金・時間等の制約によって展示会・商談会ではなく他の販路開拓の手段を活用す

ることが現実的であるケースもある。そのため、展示会・商談会に限らず、それぞれの経営課題に加えて経

営資源も加味した需要動向調査・販路開拓支援をする必要がある。 

［実施方法］ 

リサーチ支援は「新たな需要開拓に寄与する事業」と併せて実施する。主に店舗を核とする事業者に対す

る支援と、製品・サービスそのものに対する支援は、そもそも「ニーズ」に対する取り扱いが異なるため、

調査の方法も切り分けて考える。 

【数値目標・実績】 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

個店リサーチ支援 事業所数 ３ ３ ６ ３ ３ ６ 

 １社当たり来店客アンケート回収数 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

売上計画実現リサーチ支援 事業所数 ３ ３ － ３ ３ － 

 １社当たり消費者アンケート回収数 ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ － 

 １社当たり商談会アンケート回収数 ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ － 
 

（計画） （実績） 

１．個店(商業・飲食・サービス業)に対する来店客

アンケート調査支援  

現在の顧客の属性、商品や店舗へのニーズなどを

把握している小規模事業者は少ない。今後有効な販

路開拓をしていくには、現状を把握することは不可

欠である。効果的な調査とするため専門家を派遣し、

個店の現状に合わせた調査を実施する。なお、この

需要動向調査は「７．新たな需要開拓に寄与する事

業」の「①個店プロモーション支援」とセットで行

うため年間３社で実施する。 

 

２．売上計画実現に向けたマーケットリサーチ支援 

経営指導員が実現可能性の高い事業計画を策定支

援し、実行支援を行っていても思うような販売促進

策ができず、売上計画を達成できない事業所が多い。

こうした事業所を対象に、マーケットリサーチ支援

から販売促進支援までを一貫して行う。なお、本リ

サーチの結果は「７．新たな需要の開拓に寄与する

事業」の「②売上計画実現支援」に活かすこととし、

支援内容により下記の（１）または（２）から選択

し年間３社で実施する。 

（１）消費者アンケート調査支援（ＢｔｏＣ） 

 

（２）商談会・展示会等におけるニーズ調査支援（Ｂ

ｔｏＢ） 

 

１．個店(商業・飲食・サービス業)に対する来店客アンケ

ート調査支援 

国の伴走型補助金を活用した「個店プロモーション支

援事業」において、マーケットリサーチ事業を実施した。 

詳細については「７．新たな需要開拓に寄与する事

業」に記載する 

 

 

 

 

 

２．売上計画実現に向けたマーケットリサーチ支援 

国の伴走型補助金を活用した「個店プロモーション支

援事業」の一環としてマーケットリサーチ事業を実施し

た。 

詳細については「７．新たな需要開拓に寄与する事

業」に記載する 

 



７ 

７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

小規模事業者は、商品・サービスの内容が他地域・他業種などへ販路が広がりやすい展示会を選択するこ

とが望ましい状況であったとしても、人員・資金・時間などの制約が多く、他の販路開拓手段を選択するこ

との方が現実的であることが多い。 

今後は個々の小規模事業者の課題に加え、人員・資金・時間などの経営資源も考慮した販売促進支援を行

っていく必要がある。 

［事業内容］ 

比較的商圏が小さい個店に焦点を当てたプロモーション支援と、商圏を広くすることも考えられる新商

品・新サービスに焦点を当てた支援を行う。支援先別の支援策を用立て、売上、利益等の財務数値で支援効

果を図るようにする。これらの支援策の実施に際しては、以下の手順に従い成果を重視する。 

・支援先ごとの目標売上高伸び率、目標売上総利益伸び率を設定する。 

・支援先の実施前と実施後の売上高と目標売上総利益の変化について把握する。 

・各支援先の目標と実績の伸び率を比較し、支援先に対して改善策を検討する。 

・支援先全体の目標と実績の伸び率を比較し、事業自体の改善策を検討する。 

【数値目標・実績】 

内 容 

実施期間 

Ｒ２年度 

目標 

Ｒ３年度 

目標 

Ｒ４年度 

目標 

Ｒ５年度 

目標 

Ｒ６年度 

目標 

Ｒ６年度 

実績 

①個店プロモーション支援事業者数 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 ６社 

 売上高伸び率 ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

②売上計画実現支援事業者数 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 － 

 新規取引先開拓数（ＢｔｏＢ） １社 １社 １社 １社 １社 － 

 売上高伸び率（ＢｔｏＣ） ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ － 
 

（計画） （実績） 

１．個店プロモーション支援（ＢｔｏＣ） 

個店（小売業、飲食業、サービス業）自らがより

多くの優良顧客を集客し、継続的に販売促進活動が

できることを目的とする。セミナー、専門家派遣、

ワークショップ、成果報告会を通じて、小規模事業

者がプロモーションノウハウを獲得するように支援

する。 

（１）店舗施設に関わる支援 

 

（２）インターネット・ＩＴを活用した販促支援 

 

 

２．売上計画実現支援（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ） 

対象は過去に事業計画を策定支援した事業所（年

間６０社）とし、その中から３社を選定する。選定

にあたっては、より実現性が高く成果が得られる事

業所を経営指導員で検討する。また、販売促進策は

事業計画内容にあった販促支援策を選択していく。 

（１）インターネットを利用した販促支援 

 

（２）紙媒体を利用した販促支援 

 

（３）展示会・商談会出展による販促支援 

 

１．個店プロモーション支援事業、及び２．売上計画実

現支援事業 

個店プロモーション支援と売上計画実現支援は、小

規模事業者の人員・資金・時間など制約や IT を活用し

た販路開拓の選択により類似の事業となったため、まと

めて記載する。 

 

（１）支援内容 

①支援先：管内小規模事業者 ６者 

②専門家活用：延べ５１回実施 

③広報物作成：各支援先に３媒体の作成を支援 

（２）取組状況 

商品・サービス、及び店舗のブラッシュアップから広

報物の作成を一貫して支援することで、目に見える成果

が生まれ、販路開拓や経営力の向上につなげることが

できた。計画と分析に基づき、広報物を作成するという

経験を積むことで、支援先はターゲットを明確にした販

路開拓の重要性を実感することができた。結果として、

支援先が目指した「選ばれる店舗づくり」「選ばれる商

品・サービス」に寄与することができた。 

（３）成果 

令和７年２月時点での支援先６社の実績値は、全て

の事業者で売上が３％以上増加したという結果であっ

た。 



８ 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

三島市は交通の結節点になっていることや恵まれた自然環境から、多様な地域資源を保有している。しか

しながら、これらの資源、特に観光資源の有効活用については、まだまだ検討や対策の余地がある。地域の

賑わいの創出のために、これらの地域資源のさらなる活用が求められる。 

①交通結束点としての機能の活用 

三島市は交通結束点として、富士山や箱根、伊豆などの観光地等へのアクセスの利便性が高いが、ただ

の通過地点で滞在時間が短く、需要の取り込みできていないため、拠点（ハブ）機能としての利便性を活

かした誘客強化、どう市内消費に結びつけていくかが課題である。 

②個性を活かしたまちづくり 

三島市内には、湧水を活用したせせらぎ、三嶋大社や神社仏閣、古くから培われてきた生業や食（農業）

など、人を呼びこめる多くの歴史的・文化的・自然的・産業的な観光資源が多く存在しているが、個々の

磨き上げと回遊性の向上が課題である。 

③利便性やもてなし力強化による個店の盛業化 

三島市の観光交流人口は年々増加傾向にあるが、中心市街地への誘導及び回遊させるための仕掛けづく

りとあわせて、来街者に対してのキャッシュレス対応、個店の魅力づくりや情報発信等の利便性やもてな

し力の強化による商店街活性化、観光商業への意識付けが課題である。また商店街を舞台にして開催され

ている賑わい創出イベント等で、集客はあるものの必ずしも個店の売上に結びついていないことも課題と

なっている。 

【数値目標・実績】 

※ 数値目標はなし 

（計画） （実績） 

１．「三島商工会議所 まちづくり委員会」の開催 

 

 

 

 

 

 
 

２．三島商工会議所 まちづくり委員会の活動 

（１）移住定住促進事業 

 

 

（２）三島への愛着心を育む事業 

 

 

（３）三島をハブとした観光促進事業 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

３．関係機関が実施する事業への協力 

（１）郊外施設と市街地の回遊強化事業 

（２）特色を生かしたイベントの開催 

（３）国内外消費者の利便性の向上事業 

 

１．「三島商工会議所 まちづくり委員会」の開催 

令和６年度、５回開催した（うち２回はコアスタッフ会

議）。他に各プロジェクトチーム会議を開催した。 

①チーム三島プロモーション：５回 

②チームジオ：５回 

③チーム三島の魅力掘り起こし：２回 

 

２．三島商工会議所 まちづくり委員会の活動 

(１）O・MO・TE・NA・SHI伊豆輪一つプロジェクト 

①なりわい体験プログラム 

・期 間 １月１８日～２月２８日 

・講 座 ２９プログラム、参加者 １７９名 

（２）情報発信「三島 PR大作戦」 

①Facebookグループ「古写真で魅る三島時間旅行」 

・登録者数 １，８７８名 

②知徳高校２年生を対象とした出前講座 

（３）「三島の魅力掘り起し」プロジェクト 

①みしませせらぎ川床イベント（７月～９月） 

②まるごとマルシェの開催 

・６、７、１１、３月に当所ホール、白滝公園にて開催 

 

３．関係機関が実施する事業への協力 

①街中がせせらぎウォークぶらり～ 

・日 時 令和６年９月１４日（土） 

・参加人数 １，２０６名 

②三島駅南口東街区再開発事業への参画 

・中心市街地各事業に関する意見交換会 



９ 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

９．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

他の支援機関との連携の結果、当所主催「創業塾」受講者と引き継ぎ支援センターに登録されている被承

継希望者とのマッチングによる事業承継の成立、及び承継者への金融支援実施等情報交換に留まらず具体的

成果が出始めている。 

他方、現在行っている支援ノウハウ等の情報交換は三島市を中心とする支援機関に限定されているのが現

状である。 

「金融支援」「経営革新」「事業承継」「ＢＣＰ（事業継続計画）」等、日本全国共通の支援ツール、メニュ

ーはあるが、具体的支援方法、支援者への対応方法等は各地支援団体によって様々である。 

【数値目標・実績】 

 

※ 数値目標はなし 

 

（計画） （実績） 

１．他の支援機関との連携 

 

（１）静岡県 

 

（２）(公財)静岡県産業振興財団 

 

（３）静岡県事業引継ぎ支援センター 

 

（４）日本政策金融公庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．連携体による支援 

 

（１）三島市がんばる中小企業応援会議 

 

（２）Ｍ－ステ連携会議 

 

３．他地域の経営支援機関との情報交換会 

 

※会議体の名称のみ。記載事項は省略。 

１．他の支援機関との連携 

令和６年度も、自治体・金融機関・支援機関等との連

携を図った。 

 

（１）静岡県支援機関等連携促進会議 

   実施日：７月１７日 

（２）連携創業支援機関連絡会 

   実施日：７月２３日 

（３）事業承継で企業の成長を考えるセミナー 

   実施日：９月１３日 

（４）静岡県信用保証協会との情報交換会  

実施日：１２月６日 

（５）経営改善資金推薦団体連絡協議会  

   実施日：７月１２日、１１月２２日 

（６）事業承継事例紹介 

   １０月１６日 中小企業庁主催シンポジウム 

   １１月２０日 日本商工会議所合同委員会 

    １月２３日 経済産業省主催自治体向け研修 
 

２．連携体による支援 

（１）三島市がんばる中小企業応援会議 

 地域経済の発展のため、中小企業振興の施策を総合

的に推進するため、三島市主催で年３回開催。 

 

（２）Ｍ－ステ連携会議 

市内の中小・小規模事業者の盛業化支援を進めるた

めに、支援機関の連携会議を開催した。施策の活用や

支援事例等を通じて情報の共有化を図った。 

実施回数：３回 

実 施 日：５月２３日、１０月２８日、１２月９日 

連携機関： 

静岡県中小企業団体中央会、静岡県事業承継・

引継ぎ支援センター、三島信用金庫、静岡県信

用保証協会、富士伊豆農業協同組合、日本政

策金融公庫、三島市、三島商工会議所 

 



１０ 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［現状］ 

「やる気があり、頑張っているが結果が出ない」小規模事業者に対し、効果的で結果が出る支援を行うに

は、経営指導員や補助員等の経営支援を行う人材の知識と判断、コーディネート能力が一体となった上で、

ＰＤＣＡサイクルを上手く回すことが必要不可欠である。 

現状、経験年数や個々の能力の差に起因して、満たすべきレベルまでの格差が生じている。 

［課題］ 

支援ニーズが多様化する中で、アウトカムを実現する経営発達支援計画を推進するには、コーディネート

やネゴシエイトの能力の向上が求められる。具体的には以下の能力になる。 

・小規模事業者のあらゆる課題を見つけ出し成功に導く知識 

・必要に応じた専門家・関係機関との連携やタイムリーな施策の活用 

これらの能力につき、経営指導員をはじめとした組織全体の向上と均一化が課題とある。 

【数値目標・実績】 

 

※ 数値目標はなし 

（計画） （実績） 

１．外部研修等の積極活用  

経営指導員や一般職員の支援能力の向上や経営発

達支援計画の主旨に合った円滑な支援を実行するた

め「法定経営指導員に係る講習（ＷＥＢ版）」を受講

すると共に、静岡県商工会議所連合会が主催する「経

営指導員・補助員研修」等に積極的に参加する。ま

た、中小企業大学校専門研修や日本商工会議所が主

催する研修に、経営指導員等を積極的に派遣する。 
 
２．外部講師招聘による支援力の強化 

資質課題を克服し的確な支援能力向上を目指すた

め、ＢＩＺミルやローカルベンチマーク等の経営分

析システムや、ＲＥＳＡＳやｊＳＴＡＴ等の地域分

析システムを有効に活用することに精通している専

門家を招聘して内部研修会を行うことにより、さら

なる能力向上につなげる。 

３．支援ノウハウや支援事例の共有化 

事業計画等の支援事例や経営革新計画や専門家派

遣の報告書等をＢＩＺミルに入力することで、経営

指導員がいつでも閲覧できるようにする。 

これにより有益な支援事例からそのノウハウを学ぶ

ことができるようにし、特に有益なテーマについて

は内部研修で発表することにより積極的な能力向上

と均一化につなげる。 

４．経営指導員ミーティングの開催 

経営指導員と補助員のミーティングを月１回開催

することにより、支援情報の共有化を図ると共に、

支援業務で不得意や不足している部分をヒアリング

し、それに対し法定経営指導員や先輩指導員からア

ドバイスをもらい、時にはＯＪＴをしながら未熟な

部分を克服させ能力向上と均一化を図る。 

また、研修等で学んだ特質した支援ツールや手法

等の情報を受講者が講師となり、職員へレクチャー

することにより職員全体の能力向上を図り、資質課

題の改善につなげる。 

１．外部研修等の積極活用 

オンライン研修への参加など、積極的に研修会へ参

加。 

経営指導員・補助員・記帳専任職員１０名について、

延べ１７回の外部研修を受講した。 

 

 

２．支援能力向上研修事業 

経営指導員向けの経営支援能力向上のため、また

他職員には業務への活用を促すため DX 研修を実施。

①企業内部の業務改善並びに②企業外部に対する発

信をテーマに全 4回開催した。 

また、指導員向けにM＆A研修(７月４日)、廃業・清算

基礎研修(３月２１日)に実施。 

 

 

３．支援ノウハウや支援事例の共有化 

経営発達支援計画の報告に関しては、令和４年度以

降はそれまで使用していた BIZ ミルの利用を終了し、

TOASシステムを活用した。 

TOAS に一元化を図ることで、当所の事業所情報の

集約や情報間の連携を図ることができるようになった。 

 

 

４．経営指導員ミーティングの開催 

経営指導員内のミーティングを月に 1回以上、逐次開

催することで、ＯＪＴをしながら未熟な部分を克服させ能

力向上と均一化を図った。 



１１ 

１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

【計画の記載内容（抜粋）】 

［課題］ 

外部有識者による評価会議の組織体制、外部有識者の経営支援に関する保有資格について課題となってい

る。現時点の経営発達計画事業評価会議における外部有識者は下記の通りとなっている。 

・三島市経済産業部 部長（経営支援に係る保有資格なし） 

・一般財団法人 企業経営研究所 役員（経営支援に係る保有資格なし） 

・三島信用金庫 役員（中小企業診断士） 

・静岡県信用保証協会沼津支店 管理職（中小企業診断士） 

上記のとおり現状の外部有識者は、４団体４名であり、中小企業診断士等経営支援に関する資格を保有し

ている有識者は２名、５０％となっている。 

この状況では当所経営発達支援計画の支援状況を多角的かつ経営支援の観点から評価するには限界があ

る。本評価会議が経営発達支援計画を適切に回す「ＰＤＣＡサイクル」となり得ていないのが現状である。 

【数値目標・実績】 

 

※ 数値目標はなし 

 

（計画） （実績） 

１．目標数値の設定及び確認 

経営発達支援計画の事業ごとの目標値及び、巡回

件数・経営革新計画承認件数・事業承継成約件数・

マル経推薦件数等の当所独自で設定した年間の目標

件数について、これまで同様毎月行う経営指導員会

議で遂行状況を確認する。 

日々の事業進捗管理については毎週月曜日に、前

週の事業進捗状況をまとめた「業務日報」を指導員、

補助員、記帳専任職員に提出、所内で回覧し、課長

以上の役職がチェックし、進捗状況の共有化を図る。 

２．「三島商工会議所 経営発達支援計画 評価協議

会」の開催 

経営支援に係る資格保有者で構成される会議を開

催する。 

ａ．(一財)企業経営研究所 役員 

ｂ．静岡県信用保証協会沼津支店 管理職 

ｃ．東海税理士会三島支部 所属税理士 

ｄ．(一社)静岡県中小企業診断士協会 所属診断士 

ｅ．静岡県事業引き継ぎ支援センター 管理職 

ｆ．三島商工会議所法定経営指導員 

ｇ．三島市産業文化部部長 

上記７団体、７名から構成された協議会を開催す

る。この「三島商工会議所経営発達支援計画評価協

議会」の開催によりよりＰＤＣＡサイクルを確実に

回しながら改善を行っていく。 

３．事業評価の公表 

計画の成果や評価、見直しが、管内の小規模事業

者が誰でも見ることができるよう、当所のホームペ

ージで公開すると同時に、当所掲示板等でも自由に

閲覧できるようにする。 

また、当所の役員で構成され通常年３回（６月、

１０月、２月）開催される「常議員会」において、

年度当初の６月に評価結果を公表し、三島商工会議

所として結果を共有する仕組みを構築していく。 

１．経営発達支援計画評価会議 

経営発達支援計画に記載された令和５年度における

事業の実施状況について、評価会議を行った。評価委

員から目標について、充分若しくは概ね達成していると

の評価を受けた。 

（１）日時：令和６年１２月１８日 

（２）場所：三島商工会議所 

（３）評価委員： 

・(一財) 企業経営研究所 理事 中山 勝 氏 

・静岡県信用保証協会 課長代理 松浦 拓哉 氏 

・静岡県事業承継・引継ぎ支援センター 

サブマネージャー 藤江 友彦 氏 

・根津勝人税理士事務所 所長 根津 勝人 氏 

･中小企業診断士玉置事務所 所長 玉置 久倫 氏 

 

２．事業評価の公表 

上記評価会議の評価について、当所ホームページ上

に公開した。 

 

３．正副会頭会議 

令和６年度に開催された４回の正副会頭会議、及び

４回の常議員会において、経営発達支援計画の進捗状

況を報告した。 

 


